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２０２４年４月１１日 

総合指針改定委員会資料 1-1 

令和６年３月８日 

議員全員協議会資料 

市政運営の総合指針２０２４の改定について 

 

藤沢市市政運営の総合指針２０２４は、総合計画に替わるものとして、長期的な

視点を踏まえて、市長任期にあわせた４年間に重点的に取り組むべき施策を明らか

にする計画（重点化計画）として策定しているものですが、計画の最終年度である

令和６年度に改定作業を進める必要があるため、その方法、スケジュール等につい

て報告するものです。 

 

１ 改定の基本的な考え方 

市政運営の総合指針２０１６、市政運営の総合指針２０２０及び市政運営の総

合指針２０２４の策定趣旨、実行等の状況を踏まえ、次の基本的な考え方に基づ

いて見直し、新たな市政運営の総合指針を策定することで、改定を行います。 

（１）市長公約等の迅速な反映 

市長の理念、公約等を迅速かつ柔軟に計画行政に反映させるため、令和６年

度中の改定を目標とします。 

（２）未来を見据えた基本方針の見直し 

   社会情勢の変化や新たな将来人口推計などをもとに、本市の長期ビジョンに

ついての対話・議論を深め、めざす都市像等を定めている基本方針の見直しを

進めます。 

   また、改定後において「みんなの課題をみんなで協力して解決できる」よう、

多様な主体が互いに共感し、まちに新たな価値を創造する「共創」を意識して

作業を行います。 

（３）各種の分析・評価、意見等の整理を踏まえた改定 

市民意識調査結果の経年変化や事務事業評価、さらに、市民の意見、各種団

体等からの意見など、広聴の結果を踏まえて改定します。 

また、市議会からの意見や庁内各部局からの政策課題（短期・中長期）を踏

まえて改定します。 

（４）関連計画等との連動 

市政運営の総合指針の改定内容に合わせて、第２期藤沢市まち・ひと・しご

と創生総合戦略を改定します。 
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２ 改定作業の概要 

改定作業に当たっては、分析・評価、広聴、政策課題の検討による課題の抽出、

整理と並行して、未来を見据えた長期ビジョンの明確化のための検討を行います。

その上で、長期的課題、喫緊の課題の集約、課題の緊急性、重要性の議論等を行

い、基本方針となる「めざす都市像」、「まちづくりコンセプト」と「基本目標」、

重点方針となる「まちづくりテーマ」と「重点施策」を順に定め、重点事業を選

定していきます。 

なお、財政見通しを踏まえつつ、都市マスタープランや新たな行財政改革、公

共施設再整備プラン等との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）課題の抽出と整理 

ア 分析・評価 

（ア）市民意識調査によるめざす都市像・基本目標・重点施策等評価 

総合指針２０２４のめざす都市像、まちづくりコンセプト、基本目標、重

点施策に関しては、経年変化を含めた市民意識調査結果を成果指標として、

分析・評価を行い、課題を整理します。 

（イ）事務事業評価等による重点事業評価 

総合指針２０２４の重点事業については、事務事業評価等により分析・評

価を行い、課題を整理します。 
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（ウ）外部環境の分析 

令和４年度に実施した将来人口推計などをベースに、本市の人口に関する

分析、検討を行います。改めて、人口構造の変化がもたらす影響について整

理し、改定の議論の前提となる環境の変化を示します。 

イ 広聴 

（ア）市民・地域意見 

パブリックコメント、市民アンケート等により、広く市民からのご意見を

いただき、長期ビジョンに関する意見を含め、傾向を分析し、課題を整理し

ます。 

（イ）各分野別団体等からの意見 

経済団体や福祉団体など、各分野別に多様な団体や有識者等から広くご意

見をいただき、長期ビジョンに関する意見を含め、傾向を分析し、課題を整

理します。 

ウ 市長公約や市議会からの意見を踏まえた各部局政策課題検討 

市長公約や市議会からのご意見等を踏まえて、各部局の政策課題について理

事者ヒアリングを行い、課題を抽出、整理します。 

また、各部局の政策課題の検討に当たっては、引き続き、ＳＤＧｓ及び「３

つのまちづくりコンセプト」を踏まえ、長期的視点からの検討も進めます。将

来予測と、それに基づく取組に限らず、藤沢らしさを未来につなげるための理

想のまちの姿について議論を深め、基本方針への反映を図ります。 

（２）基本方針と重点方針の見直し 

各種の分析・評価、広聴、政策課題の検討により抽出、整理した課題をもと

に、基本方針と重点方針を見直します。基本方針については、長期ビジョンと

しての内容の充実を図りつつ、概ね２０年後の理想の姿から逆算して施策、事

業の方向性を検討し、基本目標の内容を見直します。重点方針については、令

和７年度からの４年間に重点的に取り組むべき施策を、長期的視点からの逆算

や直面する喫緊の重要課題から議論し、見直します。 

（３）重点事業の選定 

関連計画等との整合を図りつつ、重点施策の実現に最も効果がある事業を中

心に、重点事業を選定します。 
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また、１３地区における「地域の課題解決力を高める」ことにつながるよう、

地域まちづくり事業については、各地区での検討を踏まえ、地域の持続可能性

を高める取組を重点事業に指定することとします。 

 

３ 改定体制 

（１）総合指針改定委員会 

改定体制として、政策会議構成員による総合指針改定委員会を設置します。 

（２）全庁的な検討 

基本的には改定委員会会議ごとに次回の検討テーマを設定し、総務主管者会

議、部内会議、課内会議等の機会を活用した、組織的かつ全庁的な検討を図り

ます。特に主な検討テーマについては、意見を改定委員会に持ち寄り、事務局

で集約することを想定しています。 

また、長期的な課題とその対応等については、職員と大学生などで構成する

チームによる検討を行います。 

 

４ 改定のスケジュール 

別紙のとおり、改定作業を進めます。 

なお、市議会への報告については、市議会定例会会期中に議員全員協議会の開

催をお願いし、検討状況を、ご報告したいと考えています。 

また、重点事業については、令和７年２月市議会定例会開会前にご説明し、基

本方針の改定に当たっては、前回の改定と同様に、議案として上程させていただ

くことを想定しています。 

以  上 

 

（事務担当 企画政策部企画政策課） 
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（別紙） 

 

 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　

分析・評価

市民意識調査（令和５年度まで）によるめざす都市像・基本目標・

重点施策等評価

総合指針改定委員会（政策会議終了後）等

基本方針の検討

重点方針の検討

（議案）

（改定方法等） （基本方針骨子案等） （基本方針、重

点方針素案等）

（重点事業案）

事務事業評価等による重点事業評価

広聴

パブリックコメント・市民アンケート等

各分野別団体等からの意見

政策課題

各部局政策課題検討・理事者ヒアリング等

重点事業の検討

外部環境の分析（人口等）

市議会


